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計画の基本理念 
 

本市では、これまで老人福祉法第２条に定められた「すべての高齢者は生きがいの持てる健

全で安らかな生活を保障される」という理念を元に、「高齢者が安心して生活できるまちづくり」

を目指してきました。 

第９期計画においても、「団塊の世代」が 75 歳以上となる令和７（2025）年と、「団塊ジュ

ニア世代」が 65 歳以上となる令和 22（2040）年の双方を念頭に置きながら、これまでの取

組の成果や課題の分析等を行い、本市の実情や介護需要等を勘案しながら、要介護状態となっ

ても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる社会の実現を

目指します。 
 

【基本理念】 

 

 
 

計画の位置づけ・期間 
 

本計画は、「牛久市総合計画」を最上位の計画とし、高齢者福祉と介護保険事業を一体的に推

進するための計画として位置付けられるものです。 

本計画は、令和６年度から令和８年度までの３ヵ年計画として策定します。 

あわせて、高齢化が一段と進む令和 12（2030）年を見据えるとともに、令和 22（2040）

年度の社会保障を展望しながら、長期的な視点で策定しています。 
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日常生活圏域の設定 

 

本市では、地区社会福祉協議会が小学校区ごとに整備されたことから、日常生活圏域を８つ

の小学校区とし、よりきめ細かく、より適切な圏域設定としています。 

 

  

団塊の世代がすべて 

後期高齢者へ 

団塊ジュニアの世代が

すべて後期高齢者 

第９期計画（本計画） 

第 10期計画 
見直し 

見直し 

見直し 

地域包括ケアシステム確立に向けた中長期的施策展開 
令和 12 年度／令和 22 年度 

●牛久小学校区 ●岡田小学校区 ●おくの義務教育学校区 ●牛久第二小学校区 

●中根小学校区 ●向台小学校区 ●神谷小学校区  ●ひたち野うしく小学校区 

高齢者が安心して 
生活できるまちづくり 
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高齢者人口等の推計 

（１） 高齢者数の見通し 

本市における総人口をみると、ゆるやかな減少が続き、令和６年度から３年間は減少傾向で

あることが予測されます。65 歳以上の高齢者人口をみると、ゆるやかな増加が続き、令和 12

年には 26,000 人を超えると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 前期・後期別高齢者人口の推計 

65～74 歳の前期高齢者は減少が続き、令和 12 年には 9,456 人となりますが、その後「団

塊ジュニア世代」が 65 歳以上になる令和 22 年には、12,770 人にまで再び増加することが

予測されています。 

75 歳以上の後期高齢者は、令和 12 年をピークに令和 22 年には減少することが予測され

ています。 
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本計画で取り組むこと（施策の展開） 

 

基本方針１ 社会みんなで支えあう基盤づくり 
 

高齢者が生涯を通じて、地域で安心して暮らし続けるために、地域包括支援センターの充実や

地域共生社会の実現に向けて、関係機関・団体等との連携強化を図ります。 

また、高齢者の地域生活を支えるために、介護と医療の連携強化および保健事業と介護予防の

一体的な実施の取り組みを推進していきます。 

 

基本施策 施 策 取り組み内容 

１． 

地域と市がともに見守る

地域包括ケアシステムの

拡充 

（１） 
地域包括支援センターの拡充 

①地域包括支援センターの機能強化 

（２） 
地域ケア会議の推進強化 

①地域ケア会議の推進 

（３） 
ケアチームによる相談体制 
の確立 

①総合相談体制の強化 

②総合相談支援事業の推進 

③権利擁護事業の推進 

④包括的・継続的マネジメント事業の推進 

⑤介護予防ケアマネジメント事業の推進 

⑥総合事業における介護予防ケアマネジメン

トの実施 

２． 

在宅医療と介護の連携強化 

（１） 
在宅医療・在宅介護体制の 
充実 

①在宅医療・在宅介護連携事業の実施 

②茨城県第８次保健医療計画との連携 

３． 

関係機関・団体、地域住

民との連携・支援体制の

構築 

（１） 
関係機関との連携強化 

①保健・医療・福祉の連携 

②市民活動支援担当との連携 

③建築・都市計画・公園・空家担当との連携 

④就労・農業政策担当との連携 

⑤生涯学習・スポーツ担当との連携 

⑥市民団体との協働・連携 

（２） 
地域住民による見守り 

①ひとり暮らし高齢者把握および見守り活動

の推進 

②見守り台帳への登録推進 

③地区社会福祉協議会活動の支援 

４． 

制度・分野を超えた重層

的支援の推進 

（１） 
保健事業と介護予防の一体 
的な取り組み推進 

①高齢者の保健事業と介護予防の一体的な 

実施 

（２） 
地域共生社会の実現に向け 
た取り組み推進 

①断らない相談支援体制づくり 

②多様な社会参加のための支援体制づくり 

③地域づくりに向けた支援体制づくり 

④社会に開かれた教育課程の実現 

（３） 
社会福祉法人の指導・監督
の強化 

①市社会福祉協議会への指導・監督 

②高齢者施設等運営の社会福祉法人への 

指導・監督 
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基本方針２ 健康で活力の湧き出る基盤づくり 
 

高齢者が健康で自立した生活を送ることができるように、専門職の関与や多様な主体との連携、

就労的活動等により自立支援、介護予防・重度化防止を促進します。また、心の豊かさ

や生きがいを持った暮らしにつながるように、高齢者の仲間づくりや社会参加の機会・通いの場

づくりを推進します。 

 

基本施策 施 策 取り組み内容 

１． 

高齢者の健康・元気づ

くり 

（１） 
主体的な健康づくりの推進 

①健康高齢者表彰事業の推進 
②「うしく健康プラン 21（第２次）」の推進 
③糖尿病重症化予防 
④出前講座における健康講話の実施 
⑤健康講座の開催 
⑥空気もきれいなお店認証制度の推進 

（２） 
健康維持に向けた体制整備 

①各種予防接種の実施 
②特定健康診査、特定保健指導の実施 
③各種がん検診の実施 
④歯周病検診の実施 
⑤訪問指導の実施 
⑥骨粗しょう症検診の実施 
⑦肝炎ウイルス検査の実施 

（３） 
元気な生活を送るための環
境整備 

①いばらきヘルスロードの整備 
②運動公園における各種教室の実施 

２． 

自立支援、介護予防・

重度化防止の推進 

（１） 
自立支援に向けた取り組み
の推進 

①牛久市シルバー人材センターの育成支援 
②就労団体との連携支援 

（２） 
介護予防・重度化防止の支
援事業の確立 

①フレイル予防の推進 
②就労団体との連携支援 

３． 

高齢者が活躍できる

機会・通いの場づくり 

（１） 
生きがいづくりと元気高齢 
者の活用 

①生きがいづくりの促進 
②生涯学習推進体制の整備 
③シニアクラブの活動支援 
④かっぱつ体操普及員・シルバーリハビリ体操 
指導士の養成 

⑤牛久地区、岡田地区、奥野地区の総合型地域 
スポーツクラブ事業の推進 

⑥牛久市スポーツ協会の活動支援 
⑦元気高齢者の活躍支援 

（２） 
地域交流・世代間交流の推進 

①「たまり場」活動への参加促進 
②ふれあいサロンの普及 
③ボランティア活動への支援 
④園児による高齢者施設訪問 

（３） 
ニーズに合った通いの場づくり 

①多様なニーズに合った通いの場づくり 
②通いの場づくりに向けた情報収集 

４． 

生活課題を支援する

体制の充実 

（１） 
生活支援体制整備事業の推進 

①生活支援コーディネーターの配置 
②就労的活動支援コーディネーターの配置に 
向けた検討 

（２） 
地域課題解決に向けた検討
の場づくり 

①生活支援体制の整備 
②地区社会福祉協議会等の地域拠点の整備の 
推進 
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基本方針３ 誰もが安心して暮らせる基盤づくり 
 

認知症予防の推進とともに、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮ら

し続けることができるよう基盤づくりに努めます。また、高齢者の人権を尊重した虐待防止や

権利擁護を推進します。さらに、高齢者の暮らしの支援や高齢者に配慮したまちづ

くり等を進めます。 

 

基本施策 施 策 取り組み内容 

１． 

認知症予防と認知

症の人への支援 

（１） 
認知症についての正確な知識 
の周知 

①脳トレ教室の開催 

②認知症予防教室の実施 

③認知症予防リーダーの養成講座の実施 

④地域型認知症予防教室の実施 

⑤出前講座の実施 

（２） 
認知症の人への支援体制の 
見える化 

①認知症ケアパスの周知 

②認知症サポーターの養成 

③認知症サポーターの活用 

④認知症地域支援推進員の設置 

（３） 
認知症の人の早期発見・早期 
対応 

①認知症初期集中支援事業の実施 

②認知症初期集中支援チームの育成 

③ＳＯＳネットワークの拡充 

④おかえりマーク普及啓発 

（４） 
認知症の人への社会参加支援 

①認知症カフェの増設 

②認知症の人を支援する関係機関との連携強化 

２． 

権利擁護の推進 

（１） 
権利擁護の取り組みの拡充 

①権利擁護支援のための中核機関事業の充実 

②日常生活自立支援事業の推進 

③市民後見人の養成および活用 

（２） 
高齢者虐待防止対策の推進 

①高齢者虐待防止の連携強化 

②虐待等による自立困難高齢者の一時保護の支援 

③養護老人ホームの入所支援 

３． 

家族介護の支援 

（１） 
家族介護の支援 

①家族介護者交流事業の推進 

②徘徊高齢者家族支援サービスの提供 

③寝たきり、認知症高齢者介護慰労金の支給 

４． 

介護予防・日常生活

支援総合事業や高

齢福祉サービスの

充実 

（１） 
介護予防・日常生活支援総合
事業の推進 

①訪問型サービスを実施する 

②通所型サービスを実施する 

（２） 
一般介護予防事業の推進 

①介護予防把握事業 

②介護予防の普及啓発事業 

③地域介護予防活動の支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

（３） 
高齢者福祉サービスの充実 

①配食サービスの実施 

②緊急通報システムの提供 

③外出支援用具購入費の助成 

④訪問理美容サービスの提供 

⑤在宅介護者おむつ等給付金の支給 
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基本施策 施 策 取り組み内容 

５． 

安全・安心な生活

環境の整備 

（１） 
高齢者の住まいの安定的な 
確保 

①サービス付き高齢者向け住宅の建設への意見 

②高齢者の住まいの確保状況 

（２） 
高齢者になっても住みやすい 
まちづくり 

①公共施設の維持管理 

②コミュニティバスの運行管理 

③有償運送の支援 

④市道・公園等地域のバリアフリー化 

⑤ふれあい訪問収集事業の充実 

（３） 
地域安全対策の充実 

①防犯対策の充実 

②交通安全対策の推進 

③所有者不在空家に対する管理 

（４） 
災害対策の充実 

①地区防災訓練（避難所運営訓練）の実施 

②高齢者の住まいに対しての災害対応マニュアル 

の整備促進 

③災害時福祉避難所指定協定の推進 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

 

 

  



8 

基本方針４ 介護保険サービスの充実 
 

2025 年、2040 年を見据え支援が必要な高齢者に向けて、適切な介護保険サービスが受けら

れるよう、介護保険サービスの充実と介護保険事業の健全な運営に努めます。 

 

基本施策 施 策 取り組み内容 

１． 

介護保険サービ

スの充実 

（１） 
居宅介護サービスの充実 

①訪問介護（ホームヘルプサービス） 
②介護予防訪問入浴介護および訪問入浴介護 
③介護予防訪問看護および訪問看護 
④介護予防訪問リハビリテーションおよび訪問リハ
ビリテーション 

⑤介護予防居宅療養管理指導および居宅療養管理指導 
⑥通所介護（デイサービス） 
⑦介護予防通所リハビリテーションおよび通所リハ
ビリテーション 

⑧介護予防短期入所生活介護および短期入所生活介護 
⑨介護予防短期入所療養介護および短期入所療養介護 
⑩介護予防特定施設入居者生活介護および特定施設
入居者生活介護 

⑪介護予防福祉用具貸与および福祉用具貸与 
⑫介護予防福祉用具購入および福祉用具購入 
⑬介護予防住宅改修および住宅改修 
⑭居宅介護（予防）支援 
⑮居宅サービス事業所の新設 

（２） 
地域密着型サービスの充実 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
②夜間対応型訪問介護 
③介護予防認知症対応型通所介護および認知症対応
型通所介護 

④介護予防小規模多機能型居宅介護および小規模多
機能型居宅介護 

⑤介護予防認知症対応型共同生活介護および認知症
対応型共同生活介護 

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 
⑦地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 
（地域密着型特別養護老人ホーム） 
⑧看護小規模多機能型居宅介護 
⑨地域密着型通所介護（デイサービス） 
⑩地域密着型サービス事業所の新設 

（３） 
施設サービスの充実 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
②介護老人保健施設 
③介護医療院 
④施設サービス事業所の新設 

（４） 
日常生活圏域別整備目標数 
値の設定 

①地域密着型サービス 
②介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

２． 

介護保険サービ

スの質の向上 

（１） 
質の高いサービス提供体制 
の確立 

①介護サービス情報の公表の促進 
②介護サービス相談員派遣事業の推進 
③介護給付適正化事業の推進 

（２） 
保険者機能の強化 

①データに基づく課題分析・推計による計画策定 
②地域ケア会議を活用したケアマネジメント支援 
③保険者機能強化交付金・介護保険保険者努力支援交
付金に係る評価指標の達成 
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基本施策 施 策 取り組み内容 

３． 

健全な保険制度

の継続運営 

（１） 
事業費および介護保険料の 
算出・賦課徴収 

①事業費および介護保険料の算出 

②介護保険料の賦課徴収 

（２） 
介護保険事業所の指導・ 
監督の充実 

①効果的な事業所指導および監督の充実 

②地域密着型サービス事業所の指定・監督の充実 

③居宅介護支援事業所の指定・監督の充実 

（３） 
介護職人材の確保 

①地域介護ヘルパー養成講座の開催 

②主任ケアマネジャーの推薦 

③県実施の各種研修への参加促進 

４． 

介護保険サービ

スの事業費およ

び介護保険料の

適正化の推進 

（１） 
予防給付費・介護給付費の 
実績 

①予防給付費の見込み  

②介護給付費の見込み 

③総給付費の見込み 
（２） 
予防給付費・介護給付費の 
見込み 

（３） 
介護保険料の算出 

①介護保険給付費の財源構成 

②標準給付費見込額等の推計 

③保険料基準額の算定 

５． 

介護保険に関する

経済的支援 

（１） 
介護保険料の低所得者軽減 

①介護保険料の低所得者軽減 

②介護保険料の徴収猶予・減免 

（２） 
利用料の軽減制度 

①高額介護サービス費支給 

②高額医療合算介護サービス費支給 

③居住費・食費の補足的給付 

（特定入所者介護サービス費支給） 

④社会福祉法人等利用者負担軽減 

⑤介護保険制度における境界層措置 
 

【日常生活圏域別高齢者福祉施設】 
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■第９期事業計画期間（令和６年度～令和８年度）における所得段階別保険料額■ 

第１号被保険者の所得段階別保険料額は下記のとおりとします【保険料基準額：5,000 円】 

所得段階 対象者 

基準額

に対す

る割合 

保険料（円） 

年額 月額 

第１段階 

・老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税及び

生活保護受給者の場合 

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と

合計所得金額の合計が 80 万円以下の場合 

0.285 

(0.455) 

17,100 

(27,300) 

1,425 

(2,275) 

第２段階 

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と

合計所得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円

以下の場合 

0.485 

(0.685) 

29,100 

(41,100) 

2,425 

(3,425) 

第３段階 
・世帯全員が住民税非課税で、第１所得段階・第２

所得段階に該当しない場合 

0.685 

(0.69) 

41,100 

(41,400) 

3,425 

(3,450) 

第４段階 

・本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計

所得金額の合計が 80万円以下の場合（同じ世帯

に住民税課税者がいる場合） 

0.9 54,000 4,500 

第５段階 

・本人が住民税非課税で、課税年金収入額と合計

所得金額の合計が 80 万円を超える場合（同じ世

帯に住民税課税者がいる場合） 

1.0 60,000 5,000 

第６段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 120 万円

未満の場合 
1.2 72,000 6,000 

第７段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 120 万円

以上 210 万円未満の場合 
1.3 78,000 6,500 

第８段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 210 万円

以上 320 万円未満の場合 
1.5 90,000 7,500 

第９段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 320 万円

以上 420 万円未満の場合 
1.7 102,000 8,500 

第 10 段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 420 万円

以上 520 万円未満の場合 
1.9 114,000 9,500 

第 11 段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 520 万円

以上 620 万円未満の場合 
2.1 126,000 10,500 

第 12 段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 620 万円

以上 720 万円未満の場合 
2.3 138,000 11,500 

第 13 段階 
・本人が住民税課税で、合計所得金額が 720 万円

以上の場合 
2.4 144,000 12,000 

※所得段階区分第１～第 3 段階の基準額に対する割合の（ ）内の数字は、介護保険料低所得者軽減の適用前の
割合見込みとなります。軽減される財源については、国 1/2、県 1/4、市 1/4 の割合で公費により補填されま
す。 
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